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広報いんざい市長室
山 﨑 山 洋

カ
ー
ド
（
写
真
付
き
）、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

外
国
人
登
録
証
明
書
、
在
留
カ
ー
ド

（
7
月
9
日
以
降
）、
特
別
永
住
者
証

明
書
（
7
月
9
日
以
降
）、
そ
の
ほ
か

官
公
庁
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の

免
許
証
（
許
可
証
・
資
格
証
明
証
）、

健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
、
恩
給
証
書
、

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
生
活
保
護

受
給
者
証
。

※
上
表
中
、
☆
印
の
発
行
は
、
当
市

に
本
籍
が
あ
る
人
の
み
で
す
。

※
本
人
以
外
（
代
理
人
が
来
庁
す

る
）
場
合
に
は
、
本
人
か
ら
の
委
任

状
が
必
要
で
す
。

※
印
鑑
登
録
証
明
書
の
申
請
の
際
は
、

必
ず
「
印
鑑
登
録
証
」
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

※
郵
送
や
電
話
予
約
サ
ー
ビ
ス
で
申

請
で
き
る
証
明
書
も
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
「
暮
ら
し
の
便
利
帳
」、

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
暮
ら

す
」
か
ら
「
住
民
登
録
・
印
鑑
登

録
・
戸
籍
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
ご
不
明
な
点
な
ど
は
あ
ら
か
じ
め

確
認
し
、
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

■問 
中
央
駅
前
出
張
所
（
緯
○46 
1
0
1

1
）、
市
民
課
住
民
記
録
班
（
緯
内
線

2
3
4
・
2
3
7
）。

碓伺 
注
意
…
窓
口
に
来
ら
れ
た
人
の

※
「
本
人
確
認
書
類
」
を
提
示
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
個
人
情
報
保
護
の

た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

　
市
で
は
、
土
曜
・
日
曜
の
休
日
に
、

左
表
の
施
設
で
休
日
開
庁
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
平
成
　
年
度
の
情
報
公
開
制
度
、
個
人
情
報
保
護

23

制
度
の
利
用
状
況
が
、
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
公
表

し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
　
年
度
中
の
個
人
情
報
保
護
に
対
す

２３

る
不
服
申
し
立
て
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

■問 
情
報
管
理
課
文
書
統
計
班
（
緯
内
線
5
9
1
・
5

9
2
）。

 平
成
　
年
度
の
運
用
と
請
求
状
況

23

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護
制
度

■請求（申出）者の順位
　ごとの件数

件数順位
71
６２
６３

し
ま
す
。

※
必
要
な「
本
人
確
認
書
類
」は
、
発

行
す
る
証
明
書
な
ど
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
本
人
確
認
書
類
…
有
効
期
間
の

あ
る
も
の
は
期
間
内
の
も
の
で
、
次

の
書
類
な
ど
で
す
。

　
運
転
免
許
証
、
住
民
基
本
台
帳

■情報公開・個人情報保護審査会の開催状況
内容開催日　　　

①平成22年度情報公開制度・個人情報保
護制度の運用状況

平成23年
5月27日

第1回

情報公開・個人情報保護審査会

■請求などの状況
決定区分

実人数件数 取り下げ却下不存在不開示部分開示開示
30239201437請求
000055910申出
302314252347計

■実施機関別請求・申出件数
計申出請求実施機関
381028市　　　　長
202　 教 育 委 員 会　
202　選挙管理委員会　
000　 監 査 委 員　
000　 農 業 委 員 会　
000固定資産評価審査委員会
505議　　　　会
471037計

情報公開制度

■請求・申出したものの内訳
人数件数区分
1129市内に住所を有する者

請
求

38市内に事務所または事業所を有する個人お
よび法人そのほかの団体

00市内にある事務所または事業所に勤務する者
00市内にある学校に在学する者
00そのほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
910請求権者以外のもの申

出 00平成１０年３月３１日以前に作成・取得した公文書

■不開示事由別内訳
申出請求　　　　　　　　　　　　　区分

　　　不開示事由
00条例第７条第１号　法令秘情報
34条例第７条第２号　個人に関する情報
45条例第７条第３号　法人などに関する情報
00条例第７条第４号　公共の安全等に関する情報
03条例第７条第５号　審議・検討等に関する情報
10条例第７条第６号　事務事業に関する情報
812小　　計
03文書不存在
815計

個人情報保護制度

■実施機関別請求・処理件数
決定区分処理

件数
請求区分実施機関

拒否部分全部
0134開示市　　長 0000訂正・削除・中止
0000開示　 教 育 委 員 会　 0000訂正・削除・中止
0000開示　選挙管理委員会　 0000訂正・削除・中止
0000開示　 監 査 委 員　 0000訂正・削除・中止
0000開示　 農 業 委 員 会　 0000訂正・削除・中止
0000開示　 固 定 資 産 評 価　

　 審 査 委 員 会　 0000訂正・削除・中止
0000開示議　　会 0000訂正・削除・中止

■不開示事由別内訳

件数
　　　　　　　　　　　　　区分

　　　不開示事由
 0条例第１５条第１号　法令秘個人情報
 1条例第１５条第２号　開示請求者以外の個人に関する情報
 0条例第１５条第３号　法人等に関する情報
 0条例第１５条第４号　評価、判断等情報
 0条例第１５条第５号　公共の安全等に関する情報
 0条例第１５条第６号　公の機関に関係する情報
 0 条例第１５条第７号　審議検討等情報
 0条例第１５条第８号　事務事業に関する情報
 0条例第１５条第９号　法定代理人等の請求に係る情報
 0文書不存在
1計

■請求などの状況
決定区分

実人数件数 不開示拒否部分全部
001334開示請

求
区
分

000000訂正
000000削除
000000中止
001334計

 中
央
駅
前
出
張
所
が
第
１
・
３
土
曜
日
に
開
庁

８月４８月４日日臥臥
よよりり

休日開庁実施施設
【現在実施中の施設】

実施時間など住所・電話施設名など
毎月第２・４土曜日
午前８時３０分～午後５時１５分

大森２３６４－2
緯○４２ ５１１１印西市役所市民課

毎週土曜日
午前８時３０分～正午

美瀬１－２５
緯○９８ １１１６印旛支所市民福祉課

毎週土・日曜日
午前８時３０分～午後５時15分

滝野３－４
緯○８０ ８１８１滝野出張所

休日開庁取扱い業務内容
住民票（除票を含む）の発行
住民票記載事項証明の発行
不在証明・不在籍証明・不在住証明の発行
住所証明の発行
年金現況届に対する住所の証明
印鑑登録(廃止等)
印鑑登録証明書の発行
戸籍謄本(抄本)の発行　　　　　　　　☆
戸籍の附票の発行　　　　　　　　　　　☆
除籍・改製原戸籍謄本(抄本)の発行 　☆
身分証明書の発行　　　　　　　　　☆
受理証明書の発行　※届出書の預かりの際は発行できません。☆
死亡・死産の届出
死体埋火葬許可証・死胎火葬許可証の交付
各種戸籍(出生・婚姻・離婚・養子縁組・転籍など)の届出（預かりのみ）
母子健康手帳の交付
クリーンセンターへの一般廃棄物搬入許可証の発行

【8月4日臥から新たに実施する施設】
実施時間など住所・電話施設名など

毎月第１・３土曜日
午前８時３０分～午後５時15分

中央南１－４－１
緯○４６ １０１１中央駅前出張所

　
休
日
開
庁
日
は
、
各
施
設
ご
と
に
異
な
る
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
休
日
開
庁
日
が
「
年
末
年
始
・
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
祝
日
」
の
場
合

は
閉
庁
と
な
り
ま
す
。

　いんザイ君による市の
ＰＲをさらに積極的に行
うため、いんザイ君の着
ぐるみを製作しました。
６月９日にお披露目をイ
オンモール千葉ニュータ
ウン店で行った後、「千

葉県ラグビーまつりin印西」の会場で、義援金の募
金活動を行うなど大忙しでした。今後、いんザイ君
は市の催しなどに参加する予定ですが、多くのみな
さんから、より一層愛されるキャラクターになり、
市のＰＲに活躍することを期待しています。
　市では、災害時の情報提供を安定的に行うため、
「災害に係る情報発信等に関する協定」について、６
月１９日付けでヤフー株式会社と正式に締結しまし
た。この協定は、災害時、市民のみなさんに必要な
情報を迅速に提供するなど、ヤフー株式会社と市が
協力してさまざまな取り組みを行うことを目的とし
ています。
　取り組みの主な内容は、次のとおりです。
煙災害時、市ホームページへのアクセス負荷を軽減
するため印西市のホームページのキャッシュサイト
をヤフーサービス上に掲載すること。
煙印西市が提供する避難所やハザードマップなどの
防災情報を、平常時からヤフーサービス上に掲載す
ること。
煙Yahoo!ブログに印西市の災害ブログを開設し、
災害に関する情報を発信すること。
　上記取り組みの具体的な方法については、ヤフー
株式会社と市が協議し決定しますが、災害時の情報
提供に、日本最大のポータルサイトを有するヤフー
株式会社の協力を得られることは、とても心強いこ
とです。


